
平成 29 年 3 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,604 円 3,132 円

2,678 円 3,240 円

2,678 円 3,259 円

広島県竹原市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 広島県竹原市

事 業 名 ： 公共下水道事業

非適
（平成32年度に一部適用予定）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 37.9人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成18年度
（10年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

8m3までは基本料金800円を徴収し、超過料金は1m3あたり、8m3を超え20m3まで140円、20m3を超え30m3まで160円、30m3を超
え50m3まで180円、50m3を超え100m3まで190円、100m3を超え200m3まで200円、200m3を超えるものは230円を徴収する。（税
抜き）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

業務用種別として一般公衆浴場を設定しており、8m3までは基本料金800円を徴収し、超過料金は1m3あたり，8m3を超え20m3ま
で140円，20m3を超えるものは97円を徴収する。（税抜き）

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

臨時用を設定しており、10m3までは基本料金3,000円を徴収し、超過料金は1m3あたり、10m3を超えるものは470円を徴収する。
（税抜き）

処 理 区 数 1（竹原処理区）

処 理 場 数 1（竹原浄化センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成28・29年度において汚水処理構想・全体計画の見直しを行うこととしており、個別処理と集合処理の経済比較を基本としつ
つ時間軸の観点を考慮した持続的な汚水処理システム構築に向けて各汚水処理施設の最適化の検討を行っている。
平成11年の公共下水道基本計画の見直しにより、全中央排水区を中央第2雨水排水ポンプ場が受け持つよう施設統合し、平成
25年に中央第1雨水排水ポンプ場を廃止した。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成25年度

平成26年度 平成26年度

平成27年度 平成27年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数 8名（課長1名、事務職3名、技術職4名）

事 業 運 営 組 織
平成24年度に水道課と統合し上下水道課となったが、平成28年度に下水道事業のあり方検討や企業会計の導入に向けた取組
に注力するため、組織改正をして下水道課となった。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

実施していない。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

実施していない。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

浄化センター・雨水排水ポンプ場等の運営業務、運転操作監視業務、保守点検
業務、点検修繕業務、環境計測業務、施設管理業務、保全管理業務、物品管理
調達業務等について包括的民間委託している。

 イ　指定管理者制度 実施していない。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 実施していない。

平成27年度の経営分析比較表を添付する。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

　面整備率が約7割と低く，未普及地域への整備事
業を継続しているため，企業債残高が多く，収益的
収支比率が低くなっている。
　今後は経営戦略の策定や汚水処理構想及び全体計
画の見直しを行い，汚水処理施設の最適化を図ると
ともに，平成32年度から公営企業会計を適用するこ
ととしており，経費削減や料金の適正化など経営の
健全化に努める。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

2. 老朽化の状況について

　平成元年度に事業を開始し，平成18年度から供用
開始をしているため，管渠の改築・更新を行う時期
ではないが，今後，計画的かつ効率的な維持修繕・
改築更新に努める。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　収益的収支比率は50％程度と赤字経営であり，経
費回収率は類似団体平均と同程度となっている。こ
れは汚水処理に係る費用が使用料以外の収入で賄わ
れていることを意味するため，適正な使用料収入の
確保及び汚水処理費の削減が必要である。
　企業債残高対事業規模比率は類似団体平均を大き
く上回っており，平成18年度供用開始であることか
ら依然普及率が低く，使用料収入に比べ企業債残高
の規模が大きくなっている。
　施設利用率，水洗化率については，着実な管渠整
備推進により右肩上がりになっているが，今後も水
洗化率向上に努める。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

－

- 該当数値なし 14.19 89.85 2,678 3,832 1.01 3,794.06 【】

230.25 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法非適用 下水道事業 公共下水道 Cc3 27,222 118.23

経営比較分析表
広島県　竹原市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.18 0.18 0.19 0.16 0.33

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 51.77 51.73 48.93 47.63 46.82

平均値 
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当該値 

平均値 
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H23 H24 H25 H26 H27

当該値 

平均値 

①収益的収支比率(％) 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 

平均値 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 

平均値 

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 6,103.02 6,458.55 5,958.59 6,083.30 7,420.89

平均値 1,749.66 1,574.53 1,506.51 1,315.67 1,240.16

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 53.54 59.17 60.06 65.44 68.93

平均値 54.46 57.36 57.33 60.78 60.17

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 291.17 266.85 260.76 247.53 236.37

平均値 293.09 279.91 284.53 276.26 281.53

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 44.40 48.90 51.20 53.25 56.55

平均値 38.95 40.07 39.92 41.63 44.89

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 72.60 76.79 78.35 76.58 77.92

平均値 65.60 66.00 65.86 66.33 64.89

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％) 

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％) 

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％) 

      【763.62】 

【94.73】 【60.01】 【139.70】 【98.53】 

    【0.23】 

該当数値なし 該当数値なし 

該当数値なし 該当数値なし 



２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　平成元年度の事業開始から約30年が経過している現在、未普及地域における管渠布設等の整備事業については、向こう１０年間で概成させる一方で維持管理面
においては老朽化していく施設の長寿命化等を検討・実施していかなければならない時期を迎えている。それらを滞りなく実施していくため、今後も財政的において
多額の支出が必要となることが見込まれる。
　それに対し財政面においては、有収水量の将来的な増加は見込めないことから使用料収益の増収が期待できないため、今後、事業を継続していくための財源確
保についてはかなり厳しい状況にあると言える。このような状況を踏まえ、事業の将来像や運営方針を明確化し、より適切に施策を推進するとともに、効果的・効率的
な事業の運営を図る必要がある。
　具体的には、快適な暮らしの実現のために平成28・29年度において汚水処理構想及び全体計画を見直し、下水道整備の早期概成に努める。また、水環境の保
全に向け、下水道への接続を促進するため戸別訪問活動を強化するとともに水洗便所改造資金融資のあっせん及び利子補給等、各種制度を活用しながら水洗化
を推進する。
　また、災害発生時に早期に対処できる管理体制確立のため、下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）を活用した危機管理体制を確立する。
　限られた財源の中、事業計画を基に経営を行っていく。平成32年度から公営企業会計を適用することとしており、独立採算性及び透明性を高め、経営状況をわか
りやすく提供できるように努める。
　さらに、職員の資質向上を図るため、積極的に研修等へ参加する。研修等で得た技術・知識を組織内で共有し技術継承をしていくことを目指す。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

1 (A) 205,949 208,980 202,179 217,736 226,400 231,832 237,261 239,607 241,878 244,248 246,444 248,398 254,386

（１） (B) 176,585 187,412 186,237 191,480 207,905 215,348 221,173 226,154 224,264 225,389 233,083 236,843 243,774

ア 57,047 59,880 58,926 65,195 76,998 80,493 83,930 87,424 90,861 94,356 97,792 101,228 108,159

イ (C)

ウ 119,538 127,532 127,311 126,285 130,907 134,855 137,243 138,730 133,403 131,033 135,291 135,615 135,615

（２） 29,364 21,568 15,942 26,256 18,495 16,484 16,088 13,453 17,614 18,859 13,361 11,555 10,612

ア 28,018 21,521 15,931 26,253 18,397 16,386 15,990 13,355 17,516 18,761 13,263 11,457 10,514

イ 1,346 47 11 3 98 98 98 98 98 98 98 98 98

２ (D) 205,949 208,980 202,179 217,736 226,400 231,832 237,261 239,607 241,878 244,248 246,444 248,398 254,386

（１） 102,795 108,432 105,778 125,386 128,287 132,584 136,811 141,108 145,335 149,632 153,858 158,084 166,607

ア 31,173 26,490 32,929 33,560 33,595 33,595 33,595 33,595 33,595 33,595 33,595 33,595 33,595

イ 71,622 81,942 72,849 91,826 94,692 98,989 103,216 107,513 111,740 116,037 120,263 124,489 133,012

（２） 103,154 100,548 96,401 92,350 98,113 99,248 100,450 98,499 96,543 94,616 92,586 90,314 87,779

ア 103,154 100,548 96,401 92,350 98,113 99,248 100,450 98,499 96,543 94,616 92,586 90,314 87,779

イ

３ (E)

1 (F) 440,383 370,698 426,395 740,563 797,163 820,119 818,884 570,176 567,913 568,347 578,556 591,300 599,571

（１） 205,000 160,196 170,402 386,100 278,400 263,400 269,400 165,800 165,800 165,800 165,800 165,800 165,800

70,700 76,000 72,500 70,800 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

（２） 129,929 147,463 168,940 158,304 267,499 280,231 284,634 287,226 284,963 285,397 295,606 308,350 316,621

（３）

（４）

（５） 101,897 56,950 79,777 190,500 233,100 258,300 250,600 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

（６） 3,557 6,089 7,276 5,659 18,164 18,188 14,250 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150 12,150

（７）

２ (G) 440,383 370,698 426,395 740,563 797,163 820,119 818,884 570,176 567,913 568,347 578,556 591,300 599,571

（１） 213,966 133,371 180,368 482,672 527,554 538,590 534,390 283,040 283,040 283,040 283,040 283,040 283,040

15,766 18,599 21,797 28,039 28,349 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300

（２） (H) 226,417 237,327 246,027 257,891 269,609 281,529 284,494 287,136 284,873 285,307 295,516 308,260 316,531

（３）

（４）

（５）

３ (I)

平成38年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

平成35年度 平成36年度 平成37年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

平成38年度平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

(Q)
(Q)
(B)-(C)
(A)
(D)+(H)

(S) 176,585 187,412 186,237 191,480 207,905 215,348 221,173 226,154 224,264 225,389 233,083 236,843 243,774

（T)

(U)

(V) 167,252 176,585 187,412 186,237 191,480 207,905 215,348 221,173 226,154 224,264 225,389 233,083 236,843

(W)

(X) 5,327,868 5,254,095 5,194,502 5,342,649 5,374,566 5,403,871 5,434,707 5,311,398 5,189,696 5,066,369 4,932,617 4,786,426 4,632,148

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

前々年度 前年度 本年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

147,426 148,563 142,931 153,253 145,397 143,386 142,990 140,355 144,516 145,761 140,263 138,457 137,514

147,426 148,563 142,931 153,253 145,397 143,386 142,990 140,355 144,516 145,761 140,263 138,457 137,514

129,656 147,463 168,940 158,304 267,499 280,231 284,634 287,226 284,963 285,397 295,606 308,350 316,621

20,182 23,125 26,493 24,825 41,949 43,946 44,636 45,042 44,688 44,756 46,357 48,355 49,652

109,474 124,338 142,447 133,479 225,550 236,285 239,998 242,184 240,275 240,641 249,249 259,995 266,969

277,082 296,026 311,871 311,557 412,896 423,617 427,624 427,581 429,479 431,158 435,869 446,807 454,135

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

×100 ）

前年度繰上充用金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収益的収支比率 （ ×100 ） 47.6 46.8 45.1

赤 字 比 率 （

46.1 45.5 44.6 44.6

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

45.8 45.6 45.2 45.5 45.5 45.9

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

平成29年度

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

平成36年度 平成37年度 平成38年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度



① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○投資の目標に関する事項
　 汚水処理施設の整備に関しては平成39年度概成を目標年度としている。

○管渠、処理場の建設・更新に関する事項
　 竹原浄化センターの汚泥処理施設の増設工事等を平成32年度完成で計画している。

○広域化・共同化・最適化に関する事項
　 平成28・29年度において汚水処理構想及び全体計画の見直しを行い、汚水処理施設の最適化を図っていく。

○財源の目標に関する事項
 　一般会計からの繰入を極力減らすため、下水道への接続を促進し、使用料収納の増収と資本費平準化債の発行を計画している。
　
○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　 今後の下水道整備予定区域における水洗化の促進及び収納率の向上を図ることにより使用料が増収するよう計画している。
　 使用料の改定について、将来的には必要性、実施時期や改定内容について適正に判断していく必要がある。
　
○企業債に関する事項
　 地方債の借入については、平成32年度の竹原浄化センター増設工事後は縮小していく見込みである。

○繰入金に関する事項
　 一般会計繰入金については、全体計画の見直しに伴い事業規模が小さくなることから、今後は徐々に減少していく見込みである。

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
 　浄化センター等の維持管理委託については、事業開始当初より包括的民間委託をしており、現契約は平成30年3月31日までで、今後も包括的民間委託を予定し
ている。

○職員給与費に関する事項
　 組織形態や職員数と業務量との整合性を図ることに努め、業務内容や手法を見直し、効率化を図る。職員給与費は平成29年度予算ベースで推移するものと見込
んだ。

○動力に関する事項
　 これまでの実績を見るとほぼ一定額であるため、現状の水準で推移するものと見込んだ。

○修繕費に関する事項
　 老朽化していく施設の維持管理のため、増加傾向で見込んだ。

○委託費に関する事項
　 現在の委託状況から費用を算出した。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

その他の取組 特になし。

使用料の見直しに関する事項

本市の下水道使用料は供用開始（平成18年度）以降，使用料改定が行われておらず、据え置いている
状況である。
事業の継続には，常に投資と財源のバランスを考える必要があり、今後については、更なるコスト縮減を
行うとともに、財源となる下水道使用料の適正化を進めていく。

資産活用による収入増加
の取組について

特になし。

広域化・共同化・最適化に関する事項
平成28・29年度において汚水処理構想及び全体計画の見直しを行っているところであり、各汚水処理施
設の最適化を図っていく。

投資の平準化に関する事項 今後10年間の管路整備を計画的に実施し、投資額の平準化を図る。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

特になし。

動力費に関する事項 特になし。

薬品費に関する事項

その他の取組 特になし。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

竹原浄化センター及び中央第二雨水排水ポンプ場等の各施設については、包括的民間委託を既に実
施しており、今後においても民間活力の活用をしていく。

特になし。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

下水道事業は、平成32年度から地方公営企業法を適用する予定であり、平成32年度からの経営戦略については、
法適用後の会計（企業会計）で見直しを実施する。

修繕費に関する事項 今後、ストックマネジメントの策定を予定しており、当該計画に基づき着実に修繕を実施する。

委託費に関する事項 特になし。

その他の取組 特になし。

職員給与費に関する事項 特になし。


